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世界恐慌期の通商政策とダニュープ諸国問題

一一フラン兄資本主義との関連で

伯井泰彦

I は じ め に

周知のように，世界経済がプロッキスムへの傾斜を深めていく過程は，単純

な工業国間での過当競争の進行に院院させることはできない。それは!日来の良

工問分業医発生した謀刻な破綻が通商政策に岡有の解決を求めていく過程でも

あった。その意味ではプロッキズムは，通商政策における文字どおりの非協調

を特徴とするわけではなしむしろ地域的協調を通じて展開されていったとい

える O 大陸ヨーロッハ諸国にとってこの問題はさしあたり， とくにダニュープ

沿岸農業諸国を中心とする東欧諸国の農業不況対策として現われた。

東欧諸国は， 1930年11月に予定されていたいわゆる国際連盟関税休戦会議に

おいて，東欧農業不況問題υ の打開を要求していくために 3回の会議を開催し

討議を重ねた。まず30年 6月ストノレプ月ケ・プレソに会した小協商国(チェコ

スロパキ7 ・ノレーマエ 7 ・ユーゴスラピア〉は，1)チェコ=ノレーマニア聞の通

商条約調印，チェコ=丘一ゴ開条約交渉を行ない， 2)ユーゴ=ルーマニア間関

税同盟案， 3)オーストリアも含めた継承国家との提携を唱った。次いで 7月プ

カレスト会議ではハンガロー，ユーゴ，ルーマニアが，1)農業国への特恵関税

設定， 2)農産物保護主義と独占の撤廃， 3)国際的農業信用の供与を決議した。

そして 8月のワルシャワ会議は，ポーランドが戸三ューブ諸国の経済統合から

の孤立を恐れストニア， ラトピア，ノ、 γガリー，プノレガリア，小協商 3ケ

1) 最近の邦語文献としては，工藤章'， 1931年における中東ヨーロ νパ金融恐慌の経済的背景， r社
会科学研究」第34巻第6号， 1983年3月， j世界農業問題については v.P. Timoshenko. World 

Ag吋 cultureand the D噌ression，1933をみられたし、。
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国士含む 8ヶ国農業ブロック建設を提唱したもので， これら諸国は特恵関税の

設置を要求しそれゆえ最恵国待遇の原則に反対して国際連盟に働きかけるこ

とを決議したのであるへ この過程で形成されたのは，まず最初に，東欧の経

済的窮状の原因を，オーストリア=ハンガリー帝国の解体に起因する域内経済

の統一性の欠如に求め，戦勝国である小協商国のイニシャティブでの域内分業

の再建に打開案を見出す認識であった。つぎにこの認識は，過剰農産物の販路

問題，信用供与問題での西欧を含む工業国側の責任と義務に及び，さらに中心

論点である特恵問題に関しては，最恵国条項という既存の国際経済秩序原理の

修正要求に発展する。

旧来の国際経済秩序が国際分業関係の円滑な進行と幽臨書するにいたったとき，

関係国!と望まれる行動の範囲は，既存の世界市場と当該資本主義の蓄積構造の

拘束から自由ではないのかりにその拘束が農工問分業に生じた破綻を繕いえな

いとすれば，世界経済はどうなるのか。先に展開された主張は， きわめて今目

的でさえある。本稿の課題は，農業諸国の要求に対する英仏独3大国の通商政

策に表われた対立と抗争， とりわけフランユ資本主義の対応に焦点をあてて，

資本主義の構造とそれに規定された対東欧インタレλ トの在り方が，いかに深

〈世界経済の解体過程の経済的基礎をなしていたかを検討しようとするもので

ある。

11 英仏独3大国の対応

(a) 国際連盟関税休戦会議ω

30年 9~10月の国際連盟第11回総会は，関税休戦会議の前哨戦となった。ま

ずワノレV ャワ協定調印国の特恵関税設定要求に関して，大多数百諸国とりわけ

カナダ，オーストラリア，イ Y ド，ニ品ージーランド，南アフリカといった英

の League of Nations.口'ommercialPoUcy in the Interwar Period， 194-2， p. 55 生島広治郎

「現代の貿易と貿易政策」日本評論社. 1936年 183-184百。
3) 3月の会議は紛糾の末，予備会議に終わり11月が本会議とされたが，論点、が関税引下げから東

欧車業問題へ移行したのも 「経涜協調会議」ともよばれる。
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帝国内自治領は， ヨーロッバ産農産物への特恵に強い反対を表明し，イギリス，

オラ γ !f，スカンディナピア諸国もこれにならう。フランスとトイツは静観す

る態度で臨んだ。特恵案に積極的に好意を示したのは，オーストリ 7のみであ

った。ここで浮かび上がるのは農業不況下における農業国間対立， さらにそれ

ら農業諸国を市場としている工業諸国の対応の差である。英帝国諸国をはじめ

とする海外農業諸国は，穀物生産とくに小麦生産でのダエューブ諸国との競合

の点で真向から対立する立場にある。イギリスなど大陸農業諸国との通尚関係

がより稀薄な国々はこれに従った。また， ドイツとフランスが静観したのは主

として自国農業保護との抵触からであるc 特恵案に唯一賛成したオーユト日ア

にとって，東欧諸国は伝統的な食料原料の供給地であるとともに自国工業製品

の販路であった。したがってこの背景には東欧農業諸国の農業不況のみならず，

域内工業国の販路問題が絡んでいた O 特恵制度に反対した諸国は司最恵国条項

をその根地として持も出す。これに対し東欧農業諸国は，特恵制度の導入が最

恵国条項の全般的否定を意味するのではなく，条項への例外.条件付適用に相

当すると反論した。

ワノレシャワ 8ヶ国は，連盟総会後常設委員会を設置して. 10月から11月にか

けてプカレスト，ベオグラード， ワノレシャワで会議を重ね，特恵関税の具体的

適用，さらに東欧農産物輸入阻止を続ける工業国への報復的輸入統制の検討を

始める。このことは次の二つの動きを生んだ。第ーに 8ヶ国の中で，穀物への

輸出依存度の差から，工業化の進んだチェコと穀物輸出への利害が低いパノレト

諸国やブルガリ 7. 他方穀物輸出に大きく依存するハンガリー，ポーランド，

ノレーマニア，ユーゴとの間で足並みが乱れはじめる。第二にフランスが東欧農

業不況問題に関して，国際的農業信用の供与を勧告したことである。

11月の連盟関税休戦本会議は，東欧農業国四特恵要求に対する西欧工業諸国

の基本的対応が見事に出そろったと L、う意味で注目に価する。(ア)イギリ只をは

じめとする諸国は最恵国条項の無条件適用士固持し，東欧農産物特恵に反対の

姿勢を崩さなかった。同月開催されていた芙帝国会議では，深刻化する不況に
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際し自治領より本国に村する特恵制度が迫られており p イギリスはこれをも拒

否していたのだからなおさらであった。計)これに対しフラ γ スは国際的農業信

用と東欧における運輸改善の必要性を強調したにとどまった。したがって特恵

制度の支持，つまり東欧農産物への販路提供には一貫して消極的だったのであ

る。(めこれに対しドイツは多数国条約を排して関税割当制の利益を主張し，双

務主義に傾斜しながら特恵制度支持に踏み出していく。さて同会議で確認され

た内容は，特恵制度が最恵国条項の正常な適用を変更するものであってはなら

ないこと，穀物に限定きれるべきこと，海外農莱諸国の利益や欧州輸入国側の

農業利害を害すべきではないことなど若干の原則的問題に限られたヘ

(b) タノレデュー案をめぐる対立

さて30年中に浮かび上った東欧農業不況をめぐる対応の差は， 31守に入ると

ますます拡大Lていった。まず口火を切ったのは， 31年 2月の独換関税同盟仮

協定であ;s。これは両国園内不況の深化を背景としつつ， ドイツ租~からすれば

前年 5月提唱されていたフランス外相「ブリアンの欧州連盟案への明笑」引で

あった。さらにドイツはダニューブ諸国とも二国間特恵条約を結んでいく。 31

年 6月のトイツ=ノレーマニア通商協定 7月のドイツ=ハンガリー通商条約は，

小麦をはじめとする穀物に50~75%の関税割引を与えると同時に輸入割当てを

行なおうとするものであった。これらの企てはすべて水泡に掃す。フランλの

圧力に加えて，イギリス，アメロカも最恵国条項やサンジェノレマン条約，ジュ

ネーブ議定書違反を盾にとって反対Lたためである。

この過程で世界経済の分裂は決定的となった。つまり国際金融恐慌の発生で

ある。仮協定に反発Lたフラ γスによる短資引揚げにみまわれたオース}リア

では， 5月クレディット・ 7γシュタノレトが破綻L，金融恐慌はドイツ，イギ

リ?-，アメリカへと拡がる国際的な取付けの連鎖を惹起する。 7月ドイツのダ

4) 国際連盟事務局東京支局編「国際関税問題J1932年， 65-67頁。生島，前掲書， 185-188頁ム
5) 漬回恒一「貿易政輩論」改造社， 1934年， 107頁。



世界恐慌期の通商政策とダユューブ諸国問題 (183) 79 

ナート銀行が危機に陥り，やがてドイツは金本位制を停止する。 20年代末から

国際収支状況を悪化させつつ， これまでは高金利による短資呼び込みでいわゆ

る短期借長期貸を維持してきたイギリスは， ここにいたって短資と金の流出に

みまわれ， 日月に金本位制を停止した。通商面でも自由貿易主義を放棄して保

護主義に転換してい< (11月異常輸入関税法， 32年 3月輸入関税法〕。

こうした事態の中で，東欧諸国農業問題に対するフランスの対応に若干の変

化が現われた。ドイツ特恵工作と，イギリユ金本位停止に伴い加速fじされた東

欧農業不況の激化に促されたこの変化は，フランスによる特恵関税制度の組織

化と，英独伊 3国に提示されたL、わゆるタノレアュー案であった。まず前者ば，

31年 9月のフランプ、二ハ Y ガリ一通商協定， 11月のフラ Vス 1 ーョ小麦協定，

32年 1月のフランスニルーマニア小麦協定である。前者は小麦に30%の特恵を

与え，後二者ではフラ'/7.の小麦輸入の10%に相当する輸入割当に対して30%

の特恵を与え，逆にフランスのブドウ酒，繊維製品， 自動車等に関税の割引を

行なうことが規定された。特恵条約が実行できたのは，関税割戻の形式で隠蔽

して，最恵国の抗議をかわすことができたからであるへついでタノレデュー案

は， 32年 3月に提出されたフランスによる一種のダニューブ連合案であった。

これは1)オーストリア，ハンガリー，チェコ，ノレーマニア，ユーゴの聞に特恵

関税と輸入割当制によるブロックを形成させ， 2)工業国オ-7.トリア，チェコ

と農業国ハ Y ブ~J" }1ー，ノレーマニア， ユーゴとの域内農工間分業の促進をはかつ

て東欧諸国の販路問題に解決を与えることを内容とL，そのためダ二ュ プ 5

ヶ国の直接交渉の促進，仏英独伊 4大国の協力， 4大国と 5ヶ国との国際会議

の開催を提起したものであるわ。

新たな若干の変化，それは特恵関税設定による具体的な販路問題の打開策に

は一貫して消極的であったフラン旦が，前者の個別二国間協定方式，後者の多

数国間方式。J差異はあるにせよ，はじめて具体案として特恵制導入に途を闘い

6) 同書126頁。外務省調査部「最恵国約款適用ノ除外側ニ関スノL調査J1936年， 127頁。
7) 同書"1頁。生島，前掲寵 200-202頁。
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たことである。だがあえて「若干の」と限定付けざるをえないのは次の理由に

よる。第ーにフラ γスと農業3ヵ固との聞に締結された特恵条約の場合，現実

に農業国に保証される小麦輸入量は15万トンと問題にならぬほど僅かだったこ

とである。これでは農業諸国の現実的販路解消にならないばかりか，かえって

その反対給付にみられるフランλ工業の利害のみがみえすいているように思わ

れる。第二にタノレデュー案に関しては，特恵による農業不況の解決がいわば域

内問題に限定されていることである。とりわけ東欧諸国の穀物過剰が域内のみ

で解消される性格のものではなく，最大田穀物輸入地域である西欧ム業諸国に

よる受入れ以外，不況打開の途がないのは明白であった。その志味でフランス

の対応は問題の核心を回避するものであったと言わざるを得ないのである。

フラ νスの提案に対して 3大国はどう対応したであろうか。まずイギリスは，

関税局盟に関して総論で賛成にまわったが，国際会議の在り方について異議を

唱えた。つぎにドイツの主張はほぼ3点に要約で雪た。。ダニューブ 5ヶ国関

税同開よりもオーストリア，ハンガリーの救済が急務であること， 2) 5ヶ国に

フツレガリアをはじめとするその他東欧諸国を加えて，過剰穀物処理の解決をは

かるべきこと， 3)関税同盟からチェコを排除することである。イタリ 7の主張

もドイツに近かった。ここに独仏の対立が表面化することになり 4月のロ γ

ドン 4大国会議は無期延期に陥る。同月のインスフソレック 10ヶ国会議(4大国

と小協商国，ハンガPー，ポーランド，プノレカ P7)も，工業国が第三国の権益

を害しない範囲でとし、う限定つきで農業諸国の穀物に特恵を与えることを申し

合わせるにとどまった。ところでイギリスが総論賛成にまわったのは，第三国

の利害の尊重を要求する強い国際世論が存在していること，またオタワ会議が

7月に迫っており英帝国内特恵=月ターリング・プロックの結成がすでに日程

にのぼっていたことなどから，自国の利益が著しく冒される可能性はないとの

判断があったためであろう。これに対しトイツ.イタリ 7の対応には次りよう

な企図が看取される。 z)の主張は一見正論にみえるがドイツ自身が広範囲な農

業諸国の過剰只ト vクを処理する見通しを持っていたわけではな<，身勝手な
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フランス主導のダニュ ブ5ヶ国連合案に対する反発からきた為にする議論に

すぎない。ドイツの刺害が直接には1)の線にそったものであったことはめから

も裏付けることができる。つまり， ドイツにとって最大の関心事は伝統的に影

響力をもっオーストリアであり，フランスの支配力の強い域内工業国チェコは，

独塊両工業国にとって排除こそ望ましいヘもともとドイツの)Jでは多数回問

ブロッグを組織することは困難であり，オ ストリアとの統合を軸とした周辺

農業諸国との二国間協定を進めていくことを基本路線としていたのであった。

(c) 月トレーザ会議

さて32年 7月ローザγ ヌ会議は，ヤング案に上るドイツ賠償問題の解消のほ

か，中東ヨーロッパ諸国の復興問題の検討のため 9月にストレ ザに会する

旨決議したのポーランドをはじめとする農業 Bヶ国は，再び8月ヲノレシャワで

会合をもっ。 8ヶ国の要求は， 1)農産物特恵関税の設定， 2)債務履行が可能と

なるよう関税割当と輸入割当の債権諸国への要求，すなわち債務不履行に陥っ

た農業債務諸国としての，西側債権諸国に対する共同戦線の構築であった。

9月ストレーザ会議 (4大国，オランダ，ベルギー，スイス，小協商国，オ

ーエトリア，ハ yガ Pー，ポーランド，フルガリア，ギリシャ， ラトピア〕で

は関係諸国の利害が再び衝突した。ドイツは従来どおりチェコに与えられる特

恵関税への反対，二国間特恵条約の積極的な推進を主張し，ハ Y ガリー，ユー

ゴ，プノレガリア，ノレ-7ニアの小麦，飼料大麦， トウモロコシに対する恐慌期

間に限った特恵関税の供与を表明する。チェコは，東欧域内l業固としc，農

業国への恩典に相等する利益を主張して留保をつけた。また海外農業諸国はず

でにオタワ協定を成立させていたにも拘らず，原則的反対の姿勢を変えず英国

もこれに従った。それゆえフヲ γスは多数国条約による過剰穀物処理を訴えた

ものの，タノレデュー案にみられるような特恵制度の構築は基本的に葬り去られ

8) 逆に先の独換関税同盟案を廃案に追いこむことは，チェコの利害でもあった。 F.Hertz， The 
Economic Problem 01 the Danubian States， 1947， pp.品目7
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る構図に終ったh

ストレ ザ会議の決議事妄の検討は，これまで追跡してきた東欧農業不況打

開を賭けた対立抗争のひとつの帰結を示してくれる。それはほぼ四項目の合意

からなっていた。第一に，中東欧諸国の通商関係の鉱大改善のため，域内域外

の通商関係の発展士促進する通商条約を締結する ζ と。第二に「ランスファー

問題の打開のため為替制限を漸次撤廃すること。第三に直接的貿易制限措置，

すなわち輸入禁止・許可・割当等を漸次撤廃(当面は割当額の調整，拡大のた

めの二国間協定を継続〉ずること。第四に中東欧諸国の購買カを回復させるた

め，穀物価格引上げのための国際条約を締結するととなどであった。これらは

ある意味では極めて自由主義的色彩が濃い合意だったといえよう。というのは，

肝心の特恵問題に関しては，最恵国条項をもっ第三国の一切の権利を留保する

こと，農業諸国に特恵その他の援助が与えられる場合でも第三国の利益を冒さ

ないことが条件づけられており，東欧農業諸国の特恵設定自体が，最恵国条項

の「例外」として許容され墨か否かも，最終的な判断は今後に委ねられたから

である。だがここにいたって「自由主義的」ということは，結局深刻きを増す

農業不況の克服に対する無為無策の表明でしかなかった。具体化された対策は，

第四点に関して，穀物価格支持基金の創設のみであった。これは1)1929-31年

の穀物平均輸出量に対L， lOOkg 当り1.5~2スイス・フランの価格補助を与え，

2)そのため関係醸出国が75日O万金スイ凡・フランで基金を設』うるものである。

こり場合も，ーよ国間条約によって輸出国に利益を与え亡いる輸入国には分担額

を減Fるなど潜在的な双務主義的傾向は否めなかった。またこれに加えて国際

農業抵当銀行の設置が勧告された1030

かくしてストレ ザ会議の成果なるものは，要するに30午11月の連盟関税休

9) 生島前掲雷， 204-207頁。外掛省調査部，前調書，町一95買。
10) 東欧特恵問題を最恵国条項の一時的例外として許容することには，伺年10月-33年1月のロン

ドン国際会議でも慎重論が根強しまた特恵によるストック解消は，穀価引上げ問題に比すれば
重要でないとする議論さえあった。同書82-83頁。国際農業抵当銀行は， 31年5月連盟理事会で
採択された条約に基く国際昆虫資機関である。国際連盟事務局東京支局「世界農業恐慌J19.31年，
肘鋸をみん
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戦会議の基調から大き〈前進してはいないし， あえていえば振り出しに戻っ

ているとしかいえないものである。農産物販路保障はほとんど物質化されず、

信用金融面でのテコ入れとその見返りに要求される為替制限の撤廃，このよう

な施策に終始したことは，西欧工業諸国が束欧農業恐慌を農工間分業の破綻と

して把握せず，既存の分業構造=通商関係における改革を放棄して，一切を債

権債務国一般の関係に関E寄せざるをえなかったことを意味する。しかし33年 3

月アメリカ金本位停止， 6月ロンドン会議の決裂 7月金ブロッグ結成の過程

で，ストレーザ会議の「全構想は無に帰し11)J，世界経済の解体が決定的に促

進されたのである。 3大国の利害の対立と抗争の帰結として，東欧諸国の経済

的破綻は解決の途を失ったo 7-トレ ザ会議に象徴されるように， 切の問題

を債権債務国一般に終始させた点において，この過程に規定的要因として深く

介在したフラン旦資本主義の分析が要求されねばならないと思われる。

III 戦同期フランス資本主義の構造>2'

いくつかの指標の検討からはじめよう。表 1から1906年， 31年の 2時点立製

造業雇用の推移をみると， 17%約100万人の増大を示している。軽工業部門と

重化学工業部門に大別すれば，絶対数では前者が多いとはいえ増加率は概ね衰

退的であるのに対して，後者は90%近い仲びを示し全体比でも全製造業部門の

30%をこえる雇用を吸収していることがわかる。また資本の集積集中の検討に

よれば， 20年代には全部門で集積が急速に進行し，かっ重化学部門ではきわめ

て活発な集中が展開されたことが知られている山。工業生産指数をみると(表

2) ， まず総合指数では24年に戦前水準を突破したこと， 部門別指数では，繊

維部門の停滞に比して金属・機械とくに自動車・鋼などの生産水準が高いこと，

11) League of Nations， op. cit.， p. 57. 
12) さしあたわ1.Bouvier et aL， Histoire economique et sociale de la France T. V.2 vol.， 1980， 

A. Sauvy， Hi5toire economiquc de la France entre les deux guerres， 4 vol.， 1965-75.佐

木々建，第2次大戦前におけるフランス資本主義の分析視角「経蛍研究」第101-103号， 1969年

9月，同1 フランス金融資本成立過程をめぐる諸問題，同，第104-106号， 1970年 3月などを参照。
13) 同論文172-178頁， J. BOLlvier et al.，叩 cit.，p. 781征
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表 1 フランスの製造業雇用 〈単位 1000人〕

食品

皮革

木村

繊維

1906 

布製品 1，551 

小計 3，983
紙・ゴム 85 

化学 125

化繊 107

1931 

542 

300 

649 

920 

1，001 

3，412 

166 

238 

155 

増加率

十 13 く%)

- 10 

- 9 

+ 1 

- 35.5 

- 14.3 

+ 95 
+ 87 
+ 45 

金属 70 I 173 I十148

機械 758 I 1，437 I 十四 { 

小計 1，145 I 2，169 I + 89.4 
1建設 550 886 + 61 
一一一一一一一一ーヨ it1リ 竺出 6，837 + 17 

注 1)至誌に掲げられていない五官門を含む。
出所 A. Sa¥Ivy. Histoire economique de la France entre 

les deux guerres T. 1.， 1965. p. 269 

あるといわねばならない。

さらに20年代末からは建設

業も高水準を維持している

ことがわかる。 20年代のフ

ラγス工業は，このように

産業構造，集積集中，生産

水準などあらゆる点で重化

学工業への比重を高めつつ

あった。その意味では独占

形成の後進性と重化学工業

水準の劣位を理由として，

いわゆる「高利貸的帝国主

義」規定をフラ Yス園内再

生産構造一般の特質正して

機械的に適用する議論は，

すでに妥当性を失ないつつ

フラ γ ス資本主義に重工業化を伴う構造変化を与えたのは，第 1次大戦であ

った。まず軍需関連部門の発展が，化学，電機， 自動車，航空機など新興部門

の成長を促し，戦時動員による労働力不足は機械化を推進させる。また東北部

工業地帯の被占領と破壊が，非占領地域への重化学工業の地理的拡大をもたら

した。さらに復興過程でもドイツからアノレザス・ロレーヌを奪還し，豊富な鉄

鉱石，苛性ヵロや莫大な生産設備を入手したこと，また積極的インフレ政策に

よる戦後復興政策が展開されたことも，重化学部門の蓄積をおおいに助けた。

ドイツからの賠償を引当てとするいわゆる凶収'J能予算ーを設定，公債発行と 7

ランス銀行貸上げに依存した財政資金投下 Eある。財政資金の積極的投入，イ

ンソ ν進行に伴う投資促進，それらを前提とする事業銀行 banquesd'affaircs 

の国内産業投資への転換， ζ うした要因が皐〈も24年での戦前工業生産水準の



世界恐慌期の通商政策とダユ品←プ諸国問題 (189) 85 

副

可

判

判

幻

日

刊

回

目

別

u
n叶
叶

一

建
一

1

1

1

車一

8

5

0

2

1

3

4

0

3

1

4

動

一

お

羽

田

位

制

出

回

日

前

回

目

の
一
械
は
一
}
町
臼

1

一

司

一

弘

一

民

間

回

目

制

m
w
協

同

町

山

一

時

一

敬

一

:

:

:

:

:

一

一

〈

一

機

訂

l
u
|
判
川
叫
判
引
4

利
川
町
引
一

↑

5

6

6

7

9

2

1

3

1

3

5

7

 

数

i
I
r
i
l
l
-
-
-ー
は
川
川
川
川
|
l
|
い円一

醐

一

言

船

五

組

叫

問

η
ω
m
m
m
且

却

四

四

一

生
一

E

一

1

1

1

1

1

]

]

章

一

一

5

E
一

倣

瓦

犯

沼

野

印

回

目

m
m
m
山

山

田

口
h
N

「

I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1

聞
に
金
一
四

4

4
日

防

叫

叩

山

田

団

四

国

m
一

D
I
l
l
L
i
l
l
i
-
-
-
1
1
1
1
1
1
I
l
l
i
l
i
-
-

九

「

竺

岨

臼

岨

弼

悌

m
明

日

m
m
m
町

内

ラ

ユ

山

、

一

二

:

フ

一

川

市

一

胡

臼

田

町

乃

花

η
白

百

m
m
乃
町
一
崎

2

「
一
I

l

l

i

-

-

-

ー
上
師

表
一
織
十
一

5

1

一

ー

一

回

日

臼

H
m
m
m
m
目

m出
回

目

白

町

田

一

回

一
拾
竺

7

2

日

百

回

ω
岨

MZ許

制

的

印

刷

て
総
指
一

5

1

1

1

1

1

I

I

I

-

一

次

叫

川

町

剖

判

l
釦

!
2
3判

引

回

目

一

問

一

」

ヰ

一

四

一

田復と.W:化学工業における著しい集積と技術的再編を推進させたといえよう。

この過程で金融寡頭制内部でも重化学工業，とりわけ上層鉄鋼資本集団を代表

する「鉄鋼連合会JComite des forgesなどが中枢を占めるにいたるH)。

ところで世界恐慌期の工業生産に目をむ日れば，大部分の工業国が29年にピ

-17に達しかっ急激な低下を示しているのに対L フラン九の場合は30年であ

りまた31年段階でも低下率は小さいこと，表2では示せないが32年に-1"1底に

達し33年多少回復するが.35年に最低に陥ること，また他の諸国とは逆に生産手

段部門の低下率が消費資料部門のそれより小さいことなどが知られている。つ

まりフラ γスへの恐慌の波及は実際はきわめて遅く(生産手段，重工業部門ほ

ど).本格的な恐慌のi皮にさらされるのは， ドノレ切下げ (33年米金本北停止〕二

フラン価値高位固定による輸出減退と. 30年代前半に急速に悪化する園内農業

恐慌(と〈に32，34年の豊作)が重なる33年以降であった。このことは辺にい

えばz それ以前の恐慌対策がかなり成功を収めたことを裏書きするものでもあ

14) 中木康夫「フランス政治史Jr[，.未来社I 1975午. 31頁。
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表s フラノスの国家経費 〈単位 1億フラン〉

年 度" 公共事業省費 国防省費 経費総額

1926 40 9.4% 67 15.9% 420 

27~29/30 29 5.9 107 21.6 495 

30β1~32 30 6.0 123 24.6 499 

33~35 37 7.2 108 2日日 516 

注1)26年は単年度.U陣は年度平均。ただし2B/3C年度は]5ヶ月予算。

出所 森恒夫「フランス資本主義と租税」東京大学出版急 1967年.259頁よ

り作成。

る。この点をヴァノレガは「民間における建設の継続および継続的な技術的再編

とならんで，ここでは，港湾設備の拡張切運河の建設事業および東部国境の要

塞建設が大きな役割を果たしている」聞ことを指摘している。

この指摘は，財政資金の投入が復興期にとどまらず恐荒瑚にし、たるまでヲラ

ンプ、資本主義の蓄積構造に深J関与しそれを支えていたことを示唆するもので

あゐゆえ，次に国家経費の検討にうつろう。復興期の積極的イ γ フレ政策の帰

結として，公債費の増大が財政をいもちるしく圧迫するが，それも 26年の53%

をピークに30年以降は30，96代に低下する。ところでいまわれわれが注目する公

共事業省費と国防省費を表3よりみれば， 20年代半ば合計で25，-....，3096，世界恐

慌期で30%を超え， 33年以降も25%以上と高い水準を示しているu 前者の水準

は争少ぱらつきがあるとはいえ，のちの人民戦線内閣時のそれと大差はなし、。

後者については，終戦後から26年までは1O~15%にとどまっていたものが，以

後突如20%以上に， とくに世界恐慌期にはね上っている。いくらフラン月が揮

史的にみて軍事大国だとはいえ，ヨ ロッパ安全保障を一応確保した25年のロ

カノレノ条約以降の方が軍事支出が多いとは，いささか異常ではないだろうか。

フランスは27年ジュネープ， 30午ロンドンの両軍縮会議には不参加であったが

(27年国民武装法制定)， こう Lた軍拡路線は再軍備を禁じられていたワイマ

ーノレ共和国とも，財政均衡の点から軍縮会議のテープツレにしばられつづけた日

15) ェー ヴァルガ「世界軒揖恐慌史」館1巻第2部z 慶応書房" 1938年. 452頁。
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それゆえ20年代後半以降のフラ γス資本主義の蓄積構造の内部には，公共事

業と軍需関連の財政支出〔例えばマジノ線)が抜きがたくピノレト・インされて

いたと思われる。これらが金融寡頭制中枢を掌握した重工業独占俸の利害と直

結していることは，想像にかたくない。すなわち，一連の軍備拡張を通じた重

工業独占体中心の蓄積基盤が常態化しているのみならず，不況対抗策としても

積極的に発動されたこと， これがポワンカレ=タノレデュ 体制(l926~30年〉

における「繁栄政策」の性絡であった。周知のように財政金融研究者によるフ

ランλ資本主義理解の場合，通貨安定・物価抑制・均衡財政・デフレ政策・金

広位護持といった，かなりクアシカノレなフレ ムワークで評価を下す人が少な

くないが，これにはいささか疑問が残る'"。それは支配的資本たる重化学独占

体の別害一積極財政と，金木位制維持ニ「デフレ」政策とを統一的に把握でき

ないままに終わるからである。

この点再建金本位制の意味を，資本主義の国際的編成という観点からとらえ

かえす必要があるTろう門それは債権国アメロカとヨーロッパ債務諸国の相互

に，戦債，賠償，資本輸出のネヅ lワークにもとづく安定的な資金循環系路を

再編するための前提であった。アメリカはいわゆる耐久消費財量産型重化学工

業を成立させながら，そこで排出された過剰資金をヨーロッバ復興と農業諸国

開発に投入する。 ドイツは24年，イギリ λ は25年に金本位制に復帰し，フラン

スも 26年事実上の安定化， 28年法的安定化〔戦前平価 1/5のボワンカレ・フラ

ン〉を実現してこれに続く。この場合，イギリスがもっぱら国際金融市場再建

に総資本としての利害を見出したのに対L， ドイツは外資導入をテコとする過

16) 例えは企本位維持を，旧型オートパンク〔公債投機業者〉固有の利害とみなし，金融寡頭制旧
勢力へのへケ。壬ニ の掻れ戻しと解釈し，その圧力となる金利生活者層の残存〔ある場合には労

働者階級にまで拡張される〉に帰する議論もある。だが常に主配同資本は自己の剥害全「国民泊
利害」に擬装するこ主によコて貫徹を容易ならしめようとするととを忘れてはならない。単なる
農業保護や封面協調とはちがって，貨幣制度という資本主義体制の核心問題を，階級結集町ため
の妥協町産ヲ物と考えるわけにはいかないであろう。



表 4 フランス白国際収:f- 単位10億フラン〕 剰生産能力の整理=産業合理化

F'" I fl:Jl，JIJ1'!<: I両千九一日…
1926 I 6 2.0 I ンスの場合，金本位復帰とその

27 0.1 12.2 0.5 維持には資本主義の高度化を支

える資本需要的観点があったよ

うに思われる。表 4によれば26

~32竿にわたり 650 億ンラン近

くにのぼる金流入として現れて

いるように， インフレ耳目に海外

に逃避したフラ γ ス資本が安定

化以後遺流しはじめる。この額
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28 ム 3.3 15.9 66.5 

29 ム11.1 19.2 68.6 

3日 ム12.9 18.1 ム11.7
31 ム1::1.3 11.6 ム18.5

32 610.1 5.2 ム18.5

33 ム 9.0 6.1 2.1 

34 ム 6.7 5.6 ム1.5
35 ム 5.9 5.2 14.9 

注 1928年目ポワンカレ田フラン
出所 League of Nations， Balance.i 01 Paymeul.i 

1938， p. 53 より作成。
はアメリカをはるかに凌ぐ告買で

あり，表 5のようにフラソスは第二の金保有国〔厳密には民間金融機関保有と

退蔵を加えねばならなしうとなる。このことは20年代後半から30年代初めに，

1)国際資本市場としての地位，資本輸出国としての能力を高めたことに加え，

2)復興期の公債整理を助ける一方で，重工業独占体の利害と結びついた財政資

金投入を軸とする産業高度化=軍拡政策の維持を可能にしていた。

1923 

28 

33 

38 

世界総計

1

7

0

0

 

A
u
n
u
n
u
n
υ
 

8.7 

10.1 

12.0 

15.3 

注 純金iオンス =20.67トル白!日 U.S ドル

出所 Do.， Inte門lationalCurrency Eτterience， 1944， p. 23~. 240. (R ヌルクセ

著』小島清・村野孝訳「国際通貨J東洋経済新報社， 19531:(ろ附録1，17頁。)

!7) 拙稿，世界経済の発展段階と日本帝国主義j 小野一一郎編「戦間期由日本帝国主義」世界思想
社.198!i年では，こうした視点から「相対自官官期J'"資本蕃積と什界市場編成を請にたが，そ
こでは資本輸出国イギリスの補完者という以外フランスについて位置づけることができなかった。
実証的研究は今後にゆだhざるをえなし、が，本稿では仮説的ながら基本的視角を示しておく。
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ただし還流したのはプランス資本のみではなかった。世界農産物市場はいち

早く過剰ストックを累積させ， 26年頃から価格低落の兆をみせていたL，工業諸

国でも28年中には過剰蓄積が露呈しはじめ，国際投資環境は農工両面とも急速

に悪化しつつあった。それゆえ28年以後激増する金流入は，諸外国で投資機会

を失った国際短資が最後の投資地としてプランスに流入するものであったし山，

フラン1の軍拡経済は，自国資本はもちろん国際資本にとって唯一の安全な投

資物件として機能していたわけである。金本位制の護持に資本主義体制の存続

をかけるフラン見と，経済の軍事化に工業生産刀の歴史的劣位の九服を見出す

フランス，金本位の再建者ポワ Y カνと「戦争屋ポワンカレ」との間に何ら矛

盾は存在しない。不況が激化する33午以降も 7'7γ切下げを拒否して金本位を

死守しつづけるのも，同じ理由(不用意な平価切下げは景気拡大をまたず再び

資本逃還を刺激しかねない〉にもとづいている。その意味では金融寡頭制中釈

を掌握Lた支配的資本の利害は，全期間にわだわ経済構造の要である貨幣制度

を貫徹していたわけである。

IV フランス資本主義と東欧

ヴェノレサイユ体制により旧オーストリアェハンガリー帝国からの分離独立と

いう形でうみだされた継承国家群にとって，欧州列強の狭間で独立後まもない

自国の防衛と大戦によって中断された今世紀初頭からの産業発展を，かつての

経済的統一性の解体という条件下で実現せざるをえなかったことは， きわめて

苛酷なことであった。他方この体制の維持強化に利害をもっフランスは，安全

保障上の観点からもこの地域に勢力圏を設定することを，植民地経営とならぶ

対外戦略上の要としていた。いわゆる「防疫線」ないし「東方障壁J，それぞれ

反ソ，反独の軍事基地国家群に東欧諸国を編成Lょうとする構想 Eある。

戦間期の対東欧資本輸出に関して，しばしばその政治的性格が指摘される

18) 資本主義昭高度化~ (再〉活佳化をすすゆる局面で，相対的な高金利，高為替相場にも拘らザ
保護主義的な貿易政策を強めながら，他方で資金導入と選別的な財政投下を続日る白は，今日。
ν ガノミックスにも共通する政構内容 Cわる.
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が山，それはフランスが政府間借款や外債募集を積杵としてこれらの小国にフ

ランス式装備の過重な軍隊を背負わせたことと結びついている。こうした東欧

政策が大戦直後に限定されなかったことは注目してよい。例えば対東欧証券投

資のすべてが網羅されているわけではないし資料による差もあるが，表6のよ

ドイツ

オーストリア

ハンガリー

チェコ

ポーランド

ルーマニア

プルガロア

ユーコ

内3

478 

221 

*14.4 

156 

269 

2.515 

26 

510 

l 

米2+527

4.503 

130 

9.25 

注 *単位は100万ポンド，※100万ドル

517 

354 

1.298 

1;395 

554 

出所 M. G. Myers， Paris as a Financial Centre， 1936， pp 
142-143，福田喜東 Iァヲンス計画経済」河出書房 72
77頁。

うにむしろ20年代後半から増大している。これは金本位復帰後の資本流入によ

って，国際投資能力が強化されたことに起因していた。東欧，バルカン，近東

方面への政治借款はしばしば武器輸出と結びついていた。ヴアノレガの指摘によ

れば. 1928~31年に 12億7600万フランの航空機と軍需物資がチェコ，ルーマニ

ア，ユーゴ， フィンラ γ ド，ベノレシャに輸出された L20)，ポーランドも多額の

武器を購入しつつけた。フランスの統計では武器，軍需品，航空機b自動車は

年間20催、フランほど(製造品輸出の 6~7%) だから，かなりの部分を吸収し

ていたことがうかがわれる。したがって政治借款にもとつ〈同盟国の軍備拡充

は，フランス重工業資本の利益と一致していた。新たな支配的資本は，金本位

維持によって，国際投資能)Jと国家財政をとりこんだ積極経営を結合させて，

19) Royal Institute of International Affairs， The Proるlem01 Interna訓onalInvestment， 1937， 
(楊井克己 中西直行訳「国際投資論J日本評論社， 1970年" 231頁J

20) ヴァルカ=メンアリソン「帝国主義論にかんする戦後り新資料」大月害届， 1954年. 125頁。
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対外戦略と資本蓄積の統 を実現したのであった。

(195) 91 

だがフラ Yス資本主義の東欧進出はそれにとどまらない。新興継承国家が旧

敗戦固オーストリア，ハンガリー， ドイツ資本の民族化に着手した際，フラン

見は金融機関を通じて多くの東欧諸国の銀行，鉱工業企業の支配を開始する。

投資領域は国によって差があるが，重化学工業，銀行，蛾維，食品，資源関連

(ノレーマエ 7石油など)等多部門で活発な産業投資が展開されたのである目〉。

時期はやや卜るがポーランドの場合(去り， フランス資本はむしろ政府借款

ではなく産業投資に集中し亡し、た。束欧随ーの工業国チェコの場合にも，外資

の企業投資においてフラ γ月はイギロ λ(30.8%)に次ぐ第 2位 (21.4%)を保

持し， とりわけ重工業と金融部門で大きなウェイトを占めた。

これら直接投資の推進主体は何であったろうか。それは内部蓄積を高め自己

表 7 ポーランドにおける外国投資 〈単位 100万スロチ〉

国家債務υ

その他の外国投資"

うち 産業投資

注 1) 1937年4月i日 2) 193E年1月1日目数値。なお( )内は総額を100とする広。
出所 Leagueof Nations， Balances 0/ Payme叫$， 1938 p. 110 

表8 チェコスロパキアの株式会社へ白フランス直接投資"単位 10C万コルナ)

|機械組立|両製下両雨戸F両元一額
投資額 1164.3 1100.11 59.41 78.41 35.51 174.0 1 674.2 

外資に占めるフランスの%1 73.81 44.51 33.71 25.31 15.61 15.0 1 21.4 

佳 1) 1937年四月31日の数値
出所 A. Teichova“Les investissements directs franc:ais en Tchecoslovaqme 印 treles 

deux guerr田M.Levy-Leboyer (ed.) La Pus剖'UlIullern叫 ionalede la Fran同 B

1977， p. 3::t4 

21) 1. T. 8erend and G. Ranki， Ec開 omicDevellゅmentin East-Central Eurote in the 19 th 
and 20 thαnturies， 1977， (南原信吾監訳「東欧経済史」中央大学出版部.1978牛)邦訳， 237， 
281瓦以下。なおボーヲシト〉チーL "，プバカりアにおけるフランス直接投資の概要は M.Levy.

Leboyer (ed.)， La Position問 ternationalede la France， 1977所収の 1.Pietrzak-Pawlowska， 
A. Teichova， S. DanはallQVの詰土をみよ。
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金融化を強めつつあった重工業独占体と，以前の公債投資から大戦後は活発な

産業投資へ活動を転換していた事業銀行である。なかでも著名なのはフラ γ ス

鉄鋼業と兵器産業を代表する Schneiderグループ， de Wendelグノレープだが，

前者は欧州全域(ベルギー，ルグセ Y プノレグ，ザーノレ，チェヨ， ポーランド，

ハンガリー，ノレーマニア〕に Schneider産業帝国とよばれる一大企業網を構

築する問。これら独占体は仏外務省を動かし，またチェコ政府をも動かした。

戦間期において歴史的な集積集中の劣位を脱し，国際水準にのし上ろうとして

いた重工業独占体と銀行，すなわち新たな金融寡頭制は，このように東欧現地

企業の掌撞，資源開発への参与，金融機関の支配を推進した。したがってフヲ

ン月の資本輸出を単純な政治性に還元するのは正しくない。それはフラ Y旦資

本主義の生き残りをかけた高度化政策，つまり経済の軍事化を軸とする重工業

独占体の資本蓄積の国際的延長であったという意味で，まさ l<帝国主義的で

あったといえよう。

東欧諸国は1)民族主義的経済政策. 2)農業半産の回復，そして 3)西欧からの

外資導入を条件として復興を開始した。たとえ基幹部門を外資に掌握されてい

たにせよ，これらの条件が首尾よく国内市場と域内市場の拡大を誘発させるこ

とができたならば，自生的な経済発展は可能であったかもしれない。だがこれ

らの条件は，しだいに消滅していったのである。まず民族主義的経済政策，とく

に各国の手厚い保護政策は結果的に域内分業の縮小と L、う径桔と化した。また

世界穀物相場ほ26年頃から低落をはじめた。これは西欧工業国内の自給化政策

に加え，世界市場価格を左右する 4大輸出国で省力化農業が大幅増産を促した

ためであった〔表 9)029年恐慌のはじまりは， 東欧農産物価格の惨落を惹起

する。かくして酉欧からの資本導入に比して外貨獲得源である穀物輸出が低落

することは，東欧諸国の対外債務返済比率を著し〈高め，債務履行能力の喪失

と外資依存の深化を帰結する。そして31年信用恐慌以降，資本輸入の杜絶によ

22) フラシス器仔とパり大銀行群は，国際連盟の旋回もとで東欧通貨再建への審与， Schneiderク

ループとパレご， BUP等0事業銀行は直接投資という分業構造を形成L，フランλ金融資本は
「新帝国主義」的進出を展開する。 J.Douvier et a1.. op. cit.， p. 705 
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超。

出所 League of Nations，口'onsiderationon the Pr町四tEvolution 0/ AKricultural 
Protectionism， 1935， pp. 27-28 より作成。

表10 東欧 5ヶ国D利子配当収支および経常収支 (単位 100万!日u.s金ドル〉

って，東欧経済発展を支えるはずであった三つの条件は完全に消滅したのであ

る問。茨10に示された経常収支の改善は，政局的事態に対処するため輸入禁庄，

飢餓的ダンピング輸出，為替管理によるトランスファー制限などの結果にすぎ

23) ベレ ンド ラ γキ前掲訳書:， 294買1)干。
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なかった。

厳密にいえば東欧諸国の窮状の原因は，域内農工間，域内農業対域外工業，

また域内工業対域外工業聞の分業=通商関係に生じた破綻，さらに債権国(域

外工業国〕と債務固との信用関係、の閉塞にあった。その意味では東欧危機は単

なる農業恐慌にとどまらぬ域内工業化の危険でもあった。ただ債務履行能力を
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喪失しつつある債務固という国際収支構造上の地位に拘束されるがゆえに，東

欧諸国は貿易出超を実現する他なかったこと，また過剰穀物の域内での解消に

は大きなiIl約があったことなどを想起すれば，恋慌打開のためには域外工業国

による販路提供が必象条件であったことは明らかである。

では東欧諸国と域外工業国との通尚関係はいかなる状況にあっただろうか。

3大国別の構成比(表11)をみると，フ。ノレガリアとユーゴを除日ば特恵協定士締

結したノレーマニア， ρ ンガリ に顕著なように少な〈とも恐慌期においてフラ

γ スの比重は上昇した。しかし英独と比較するとほとんどの場合最下位にとど

まり，同盟国たる対小協商閏貿易においでさえドイツの足元にも及ばない。フ

一一干C司両副長雨両副
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ヲ yス側からはどうか。フラン只の全輸出入中の食料・工業原料・製造品の比重

が，それぞれ15・25・60%'，25~35 ・ 45~60 ・ 15~20%前後，域内工業国チェ

コで1O~15 ・ 20~15 ・ 65~75%， 25・50・25%前後，半工業国ポーランドでは

30 ・ 40~55 ・ 15~25%， 20・40・405右前後であったことを考慮すれば，表122:り

からそれぞれの経済的発展段階が浮びあがって興味深し、。むしろ恐慌初期の景

気持続を反映する輸入増で， フラ γスは両国に貿易収支レヴェノレでは外貨供給

を行なっていたことがわかる。ただ全輸出入に占める割合が 2，-..， 4%であった

ように，東欧はフラ γ スにとって限界市場にとどまった。 Lかも東欧の主要輸

出品である穀物については，自給化政策と割当制度の結果，輸入は当該年度の

圏内生産不足を補う役割しか果さなかったL，さらにその大半が海外農業国産

で，東欧産はネグリジプノレでしかなかったのである。

V お わ り に

ドイツが東欧農業恐慌に対して提示した施策は，二国間条約形式での積極的

な特恵供与で可能な諸国との連携強化を深めるということであった。これは全

東欧を包摂する全欧レヴェノレでの農工間分業再編をめざすものではなく，全体

として保護主義を強化Lつつも，国内農業に一定の犠牲を強い， ドイツ工業の

利益をそれと個別に引き換えようとするものであった2ヘイギリスの場合，帝

国内農業諸国の利害のためには，東欧農業諸国の犠牲もやむなしという立場が

最も鮮明だった。

他方フランスは，あくまで多数国間条約による域内の組織化と域外諸国全体

としての連携強化に固執する。イギリスとの差異は，東欧農業諸国り不況克服

を少なくとも自国の直接的別益とみなし，多数国間条約ないし金融信用面での

24) 本来は純農業国であるユーゴ，ルーマニア，プルガ Pアとの貿易が検討されねばならないが，
ζ町統計年報からはチェコ・ポーランドLかえられなL、。

25) ドイツ外務省は，資本輸出力の欠如ゆえに特恵供与が不可避てあると主張していた。諒山1E，
ナチス広域経済論序乱「経済学批判J5，1979年1月， 87頁。逆にフランスは，国際資本市場と
しての地位上昇がある限りで，それを回避するととも出来たりである。
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テコ入れの必要だけは認めた点である。ただフランλ は二国間協定の強化と，

自国市場の積極的開放による過剰穀物販路の保証にはついに利害を見出せなか

った。過剰ストックはできるかぎり多数の域内域外諸国に分担させるべきもの

であったわけである。

この点は，すでにみたフラ Y ス資本主義の蓄積構造と独自の対東欧インタレ

ストに制約されたもの Eあった。フヲ γ ス金融寡頭制の利害は第ーに東欧諸国

全域に対する債権固としての地位にあり，その地位ゆえに一方で政治的軍事的

へケ守モニーが確保され，他方で工業生産力における歴史的劣位の克服を志向す

る重工業独占体の直接投資，資本輸出と結合した商品輸出が保証されていたの

である。たしかに債務履行能力を喪失した東欧諸問にとって抜本的打開策ほ農

産物輸出しかなし同様な農業恐慌に晴〈フラ Yス農業に左って東欧農産物流

入が脅威となるはずであった。だが個別二ヶ国間の特恵協定では東欧全域にわ

たる債権固としての地位を磐石たらしめるべくもなかったであろう。ある意味

ではここにこそフランスのディレンマが存在したといえる。ぞれゆえ東欧農業

問題をめぐる国際交渉の席でフラ γスは常に大国聞の協調を唱道せざるをえな

かったが，それが「金の武装と欧州最大の軍備によって確保JWされるフラン

ス金融資本固有の構造と利害に起因するものである以上， I協調」が挫折に終る

ζ とは運命づけられていたといえるかもしれない。か〈て世界経済の解体は，

東欧危機への対応能力喪失と軌をーにしていくことになる2ヘ
じ1985・11)

26) 慶応義塾大学金融研究会「恐慌の新段階と世界経済"動向」森山書庖， 1934年， 442頁h
27) 東欧をめ「るプロック化白問題は， ドイツの側からの検討を要するが，さらにポーランドを除

き大陸債権国連合たる性格をもっフランスを盟主とした金プロック翻固と東欧諸国との通商金融
関需の実態が朗らかにされねばならなL、


